
議案第４１号  

 

   秦野市放課後児童ホームに関する条例の一部を改正することにつ 

いて 

 

 秦野市放課後児童ホームに関する条例の一部を別紙のとおり改正するものと

する。 

 

  令和５年９月１９日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 放課後児童ホームに入室できる児童を小学６年生までに拡大するとともに、

字句の整理を行うため、改正するものであります。 



 

 

秦野市条例第  号  

 

   秦野市放課後児童ホームに関する条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市放課後児童ホームに関する条例（平成２３年秦野市条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

 第４条各号列記以外の部分中「第４学年」を「第６学年」に改める。 

 第１２条本文中「すでに」を「既に」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （施行日前における入室の手続） 

２ 第５学年及び第６学年の児童に係る入室の手続は、この条例の施行の日前

においても行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第４１号 秦野市放課後児童ホームに関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

（児童ホームに入室できる児童） （児童ホームに入室できる児童） 

第４条 児童ホームに入室できる児童は、本市に住所を有し、か

つ、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）の第１学年か

ら第６学年までに在学している者のうち、次の各号のいずれか

に該当することにより、昼間家庭において、健全な育成のため

の措置を受けることができないと認められるものとする。 

第４条 児童ホームに入室できる児童は、本市に住所を有し、か 

つ、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）の第１学年か

ら第４学年までに在学している者のうち、次の各号のいずれか

に該当することにより、昼間家庭において、健全な育成のため

の措置を受けることができないと認められるものとする。 

 (1)－(3) （略） (1)－(3) （略） 

 （利用料の不還付）  （利用料の不還付） 

第１２条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付

することができる。 

第１２条 すでに納付された利用料は、還付しない。ただし、

市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を

還付することができる。 

  

  

   附 則 

 （施行期日） 

 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （施行日前における入室の手続） 

２ 第５学年及び第６学年の児童に係る入室の手続は、この条例

の施行の日前においても行うことができる。 
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議案第４１号資料  

 

   秦野市放課後児童ホームに関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

１ 改正の経過 

 本市では、平成２７年４月の児童福祉法改正以後、利用者等からの放課後

児童ホームの対象学年拡大の要望等を踏まえ、令和６年度の対象学年拡大

（５、６年生の受入れ）に向けた「放課後児童ホーム対象学年拡大に係る実

施方針」を令和４年７月に策定し、放課後児童支援員の人材育成、放課後児

童コーディネーターの設置、民間学童との情報共有や連携強化等を行い、全

児童ホームで６年生までの受入れが可能となるよう、準備を進めてきました。 

 今年度は、末広児童ホームにおいて、６年生までの受入れを試行的に実施

し、同児童ホームの運営状況等について検証を行い、年度当初・夏休みの申

込状況や運営における問題等が生じることなく、円滑に進めることができま

した。 

 また、対象学年拡大により、定員を大幅に超え、児童ホームが利用できな

い児童を出さないよう、継続的に関係機関と協議し、環境整備を図っている

ところです。 

 このことから、令和６年度から放課後児童ホームの対象学年を拡大するた

めの改正を行うものです。 

 

２ 末広児童ホームの検証結果 

 (1) ５、６年生の申込状況 

   年度当初には５年生１２人、６年生１人の申込みがあり、加えて、夏休

みに５年生３人の申込みがありました。対象学年拡大による利用児童の増

加数については、５年生は前年度の４年生２１人のうち５０％（１１人）、

６年生はさらにその５０％（６人）と想定していたことから、受入体制等

に影響はなく、円滑に移行することができました。 

 (2) 放課後児童支援員等への影響 

放課後児童支援員について、対象学年拡大に伴う業務負担や運営方法等

に大きな変化はなく、支援員配置数についても影響を受けることなく運営

することができました。 
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 (3) 利用者等からの意見 

対象学年拡大に係る児童ホーム運営において、利用児童や保護者から、

改善等の意見はなく、対象学年拡大の本格実施を望む声がありました。 

 

３ 改正の概要 

  放課後児童ホームに入室できる児童をこれまでの小学４年生までから、小

学６年生までにするものです。 

 

４ 施行日 

  令和６年４月１日 

 


